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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用途に応じた撮影や画像処理をＸ線ＣＴ装置に行わせるために、画像取得条件を入力す
るための案内情報を、用途ごとに記憶する第１の記憶部と、
　前記画像取得条件に基づいた画像を生成するように前記Ｘ線ＣＴ装置を動作させる撮影
プロトコルに、前記用途に対応した前記画像取得条件を変換するための変換情報を、前記
Ｘ線ＣＴ装置ごとに記憶した第２の記憶部と、
　要求元の前記Ｘ線ＣＴ装置から用途の指定を受けて、前記用途に対応した前記案内情報
を前記第１の記憶部から抽出し、前記案内情報を前記要求元のＸ線ＣＴ装置に送って表示
させるＵＩ制御部と、
　前記要求元のＸ線ＣＴ装置に表示された前記案内情報に従って入力された画像取得条件
を受け、前記用途と該Ｘ線ＣＴ装置との組み合わせに対応した前記変換情報を前記第２の
記憶部から抽出し、抽出した前記変換情報に基づき、前記画像取得条件を前記装置ごとの
撮影プロトコルに変換し、該装置ごとの撮影プロトコルを前記要求元のＸ線ＣＴ装置に送
信するパラメータ変換部とを備え、複数の前記Ｘ線ＣＴ装置の動作を、ネットワークを介
して制御するサーバーを備え、
　前記要求元のＸ線ＣＴ装置は、前記用途に対応した前記案内情報に従って入力された画
像取得条件の応答として、前記サーバーから受信した前記装置ごとの撮影プロトコルに基
づき撮影を行い、Ｘ線ＣＴ画像を出力することを特徴とするＸ線ＣＴ画像撮影システム。
【請求項２】
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　前記パラメータ変換部は、前記Ｘ線ＣＴ装置を識別するための装置識別情報を前記要求
元のＸ線ＣＴ装置から受信し、前記装置識別情報に基づき、前記要求元のＸ線ＣＴ装置に
対応した前記変換情報を前記第２の記憶部から抽出することを特徴とする請求項１に記載
のＸ線ＣＴ画像撮影システム。
【請求項３】
　前記第１の記憶部には、前記案内情報を表示させるための表示制御情報が用途ごとに記
憶され、
　前記ＵＩ制御部は、前記第１の記憶部から前記表示制御情報を抽出し、抽出した表示制
御情報を前記Ｘ線ＣＴ装置に送信し、
　前記Ｘ線ＣＴ装置は、前記ＵＩ制御部から受信した前記表示制御情報を基に、前記案内
情報を表示させることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のＸ線ＣＴ画像撮影シ
ステム。
【請求項４】
　複数のＸ線ＣＴ装置と、ネットワークを介し前記複数のＸ線装置の動作を制御するサー
バーとで構成されるＸ線ＣＴ画像撮影システムにＸ線ＣＴ画像を撮影させる機能を有する
プログラムであって、
　前記Ｘ線ＣＴ装置が、操作者により指定された用途を受け、前記用途を前記サーバーに
送信する用途選択機能と、
　前記サーバーが、前記用途に応じて撮影や画像処理の画像取得条件を入力するための案
内情報を、前記用途の送信元であるＸ線ＣＴ装置に送信し表示させる案内情報表示機能と
、
　前記Ｘ線ＣＴ装置に表示された前記案内情報に従って、操作者により入力された画像取
得条件を、前記サーバーが、前記Ｘ線ＣＴ装置から受信する画像取得条件入力機能と、
　前記サーバーが、前記Ｘ線ＣＴ装置からの前記画像取得条件を受けたとき、前記画像取
得条件に基づいた画像を生成するように前記Ｘ線ＣＴ装置を動作させる、装置ごとの撮影
プロトコルに変換し、前記装置ごとの撮影プロトコルを要求元のＸ線ＣＴ装置に送信する
変換機能と、
　前記Ｘ線ＣＴ装置が、サーバーから受信した前記装置ごとの撮影プロトコルに基づき撮
影を行い、Ｘ線ＣＴ画像を出力する画像出力機能と、を実行するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、被検体にＸ線を曝射して得られた投影データに基づいて被検体内
部の画像を生成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線コンピュータ断層撮影装置（以下、「Ｘ線ＣＴ装置」と呼ぶ）は、被検体へＸ線を
照射するとともに、被検体を透過したＸ線を検出することにより、被検体内でのＸ線吸収
係数に応じた投影データを得る。
【０００３】
　このようなＸ線ＣＴ装置は、撮影プロトコルが確定されると、確定した撮影プロトコル
に従って医用画像の撮影を行う。撮影プロトコルは、例えば、被検体の身長、体重、体型
、年齢を含む患者情報と、医用画像診断装置がＸ線ＣＴ装置であれば電圧、電流、管電圧
、管電流、ガントリ回転速度、スライス厚、ビーム幅、ヘリカルピッチ、撮影部位、造影
剤の有無を含む情報である。これらのパラメータを逐次決定した上で入力する。また、パ
ラメータが決定されている撮影プロトコルの表す情報を読み出して、その撮影プロトコル
を入力する。
【０００４】
　Ｘ線ＣＴ装置による撮影は、例えば撮影部位により、撮影に必要とするパラメータや撮
影時の処理が異なる。そのため撮影プロトコルは、用途に応じ用意されている。例えば、
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心臓を撮影する場合には心臓用の撮影プロトコルを使用する。また、小児を撮影する場合
には小児用の撮影プロトコルを使用する。
【０００５】
　また、上記のようなＸ線ＣＴ装置には、目的に応じて性能の異なる装置が多数存在する
。例えば、同じメーカーのＸ線ＣＴ装置であっても、心臓に特化した高級機や、通常撮影
に適した汎用機等が存在する。近年では複数のＸ線ＣＴ装置を設置し、用途に応じて使い
分ける病院も少なくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平３－２８４２４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　異なる複数のＸ線ＣＴ装置を用途に応じて使用している病院において、ある用途に用い
ていたＸ線ＣＴ装置が一時的に使用できない場合（例えば、使用中の場合やシステムダウ
ンの場合等）、異なる用途に用いていたＸ線ＣＴ装置を代用する場合がある。このような
場合、不慣れなＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を使用して検査を行う必要があり
、作業効率の低下や人的ミスをまねく恐れがある。
【０００８】
　また性能の異なる装置間では、同じ用途に用い同等の品質の画像を得ようとした場合、
その性能差により、各装置の構成要素を動作させるための処理パラメータが異なる。その
ため、同じ用途に用いる場合においても、装置ごとに撮影プロトコルを用意する必要があ
る。ゆえに異なる用途のＸ線ＣＴ装置で代用する場合、使用するＸ線ＣＴ装置に、用途に
応じた撮影プロトコルを入力する必要がある。
【０００９】
　上記への対応として、各装置に用途ごとの撮影プロトコルをそれぞれ登録しておく方法
も考えられる。しかし、各装置の記憶領域は限られているため、登録できる撮影プロトコ
ルの数が限られる。また、用途ごとに撮影プロトコルを登録できたとしても、管理が煩雑
になり利用が困難となる。具体的には、あるＸ線ＣＴ装置の撮影プロトコルの一部を変更
した場合、その他のＸ線ＣＴ装置についても同様に、各装置に応じて撮影プロトコルを変
更しなければならない。そのため、撮影プロトコルの変更に多くの手間を要し、かつ、一
部の装置について撮影プロトコルを変更し忘れる等の人的ミスが発生する恐れもある。
【００１０】
　この発明は上記の問題を解決するものであり、性能の異なる複数のＸ線ＣＴ装置に対し
、用途に応じた共通のＵＩを提供可能とすることを目的とする。また、共通のＵＩを使用
して入力された、共通の撮影の条件や画像処理の条件に基づき、性能の異なる複数のＸ線
ＣＴ装置それぞれの動作を制御可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の形態は、用途に応じた撮影や画像処理を
Ｘ線ＣＴ装置に行わせるために、画像取得条件を入力するための案内情報を、用途ごとに
記憶する第１の記憶部と、前記用途に対応した前記画像取得条件を、前記画像取得条件に
基づいた画像を生成するように前記Ｘ線ＣＴ装置を動作させる撮影プロトコルに変換する
ための変換情報を、前記Ｘ線ＣＴ装置ごとに記憶した第２の記憶部と、要求元の前記Ｘ線
ＣＴ装置から用途の指定を受けて、前記用途に対応した前記前記案内情報を前記第１の記
憶部から抽出し、前記案内情報を前記要求元のＸ線ＣＴ装置に送って表示させるＵＩ制御
部と、前記要求元のＸ線ＣＴ装置に表示された前記案内情報に従って入力された画像取得
条件を受け、前記用途と該Ｘ線ＣＴ装置との組み合わせに対応した前記変換情報を前記第
２の記憶部から抽出し、抽出した前記変換情報に基づき、前記画像取得条件を前記装置ご
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との撮影プロトコルに変換し、該装置ごとの撮影プロトコルを前記要求元のＸ線ＣＴ装置
に送信するパラメータ変換部とを備え、複数の前記Ｘ線ＣＴ装置の動作を、ネットワーク
を介して制御するサーバーを備え、前記要求元のＸ線ＣＴ装置は、前記用途に対応した前
記案内情報に従って入力された画像取得条件の応答として、前記サーバーから受信した前
記装置ごとの撮影プロトコルに基づき撮影を行い、Ｘ線ＣＴ画像を出力することを特徴と
するＸ線ＣＴ画像撮影システムである。
　また、この発明の第２の形態は、複数のＸ線ＣＴ装置と、ネットワークを介し前記複数
のＸ線装置の動作を制御するサーバーとで構成されるＸ線ＣＴ画像撮影システムにＸ線Ｃ
Ｔ画像を撮影させる機能を有するプログラムであって、前記Ｘ線ＣＴ装置が、操作者によ
り指定された用途を受け、前記用途を前記サーバーに送信する用途選択機能と、前記サー
バーが、前記用途に応じて撮影や画像処理の画像取得条件を入力するための案内情報を、
前記用途の送信元であるＸ線ＣＴ装置に送信し表示させる案内情報表示機能と、前記Ｘ線
ＣＴ装置に表示された前記案内情報に従って、操作者により入力された画像取得条件を、
前記サーバーが、前記Ｘ線ＣＴ装置から受信する画像取得条件入力機能と、前記サーバー
が、前記Ｘ線ＣＴ装置からの前記画像取得条件を受けたとき、前記画像取得条件に基づい
た画像を生成するように前記Ｘ線ＣＴ装置を動作させる、装置ごとの撮影プロトコルに変
換し、前記装置ごとの撮影プロトコルを要求元のＸ線ＣＴ装置に送信する変換機能と、前
記Ｘ線ＣＴ装置が、サーバーから受信した前記装置ごとの撮影プロトコルに基づき撮影を
行い、Ｘ線ＣＴ画像を出力する画像出力機能と、を実行するプログラムである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムのブロック図である。
【図２】用途が小児用の場合を例とした、変換情報を用いて画像取得条件を装置ごとの撮
影プロトコルへ変換する処理を説明するための図である。
【図３】用途が心臓用の場合の例をとした、変換情報を用いて画像取得条件を装置ごとの
撮影プロトコルへ変換する処理を説明するための図である。
【図４】用途及びＸ線ＣＴ装置と、ＵＩ、プラン及び変換情報との対応関係を説明するた
めの図である。
【図５】実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムにおいて、指定された用途に基づきＵ
Ｉを表示するまでの処理を説明するためのフローチャートである。
【図６】実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムにおいて、ＵＩに入力された画像取得
条件を基にＸ線ＣＴ装置を制御し撮影したＣＴ画像を表示するまでの処理を説明するため
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（実施形態）
　本実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムの構成について図１を参照しながら説明す
る。本実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムは、サーバー１０と、サーバー１０にネ
ットワークを介し接続された複数のＸ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃとで構成される。
【００１４】
　サーバー１０は、プラン記憶部１３と、ＵＩ記憶部１４と、変換情報記憶部１５と、送
受信部１２と、制御部１１とで構成される。制御部１１は、ＵＩ制御部１１１と、パラメ
ータ変換部１１２とで構成される。また、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃは、それぞれ、画
像収集部２５と、再構成処理部２６と、ＵＩ制御部２１と、制御部２２と、送受信部２３
と、ＵＩ２４とで構成される。ＵＩ２４は、操作部２４１と、表示部２４２とで構成され
る。以下に各構成の詳細について説明する。
【００１５】
　まず、サーバー１０の各構成の詳細について説明する。
【００１６】
　プラン記憶部１３は、Ｘ線ＣＴ装置により撮影を行うときに設定する撮影の条件や画像
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処理の条件（以下、「画像取得条件」と呼ぶ）の設定項目を、撮影を実行するためのプラ
ンとして記憶している。画像取得条件の設定項目には、例えば、「撮影範囲」、「スキャ
ン種」、「撮影範囲」及び「画質基準」等のような画像の品質に関するものや、「線量の
目安」等のような被曝量の目安を指定する設定項目が含まれる。撮影時に設定が必要なこ
れらの画像取得条件の設定項目は、用途によって異なる。用途とは、例えば心臓の撮影や
小児の撮影、造影剤を使用する撮影等の用途を指し、いわば撮影目的でもある。そのため
プラン記憶部１３には、プランが用途ごとに記憶されている。例えば図１では、プラン記
憶部１３には、用途ごとのプラン１、プラン２、及びプラン３が記憶されている。
【００１７】
　ＵＩ記憶部１４には、用途に対応付けられたプランに画像取得条件を入力するためのＵ
Ｉを生成し表示するための表示制御情報が、用途ごとに記憶されている。例えば図１では
、ＵＩ記憶部１４には、用途ごとのＵＩ１、ＵＩ２、及びＵＩ３が記憶されている。これ
らＵＩ１～ＵＩ３は、それぞれの用途に対応した前記プラン１～プラン３に関連付けられ
ている。なお、プランに画像取得条件を入力するためのＵＩが、案内情報に相当する。
【００１８】
　前記表示制御情報は、Ｘ線ＣＴ装置にインストールし動作させることでＵＩを表示させ
るアプリケーションでもよい。また、Ｘ線ＣＴ装置でブラウザ等を用いてＵＩを表示する
ためのＷｅｂページや、該Ｗｅｂページを出力するためにサーバー側で動作するアプリケ
ーションでもよい。以降はこれらのような表示制御情報を含め、単に「ＵＩ」と呼ぶ。
【００１９】
　なお、上記したような表示制御情報の形式に応じて、ＵＩをＸ線ＣＴ装置に表示させる
方法については、それぞれ良く知られているため詳細な説明は省略する。また、以降で「
ＵＩを表示させる」と記載した場合、上記したいずれかの方法によりＵＩを表示させるも
のとする。
【００２０】
　操作者は、用途に対応したＵＩを使用することで、該用途で必要な画像取得条件の設定
項目にパラメータを過不足なく入力することが可能となる。なお、このＵＩ記憶部１４が
、第１の記憶部に相当する。
【００２１】
　変換情報記憶部１５には、プランに基づき作成された画像取得条件を、装置ごとの撮影
プロトコル（以降は単に「撮影プロトコル」と呼ぶ）に変換するための変換情報が、Ｘ線
ＣＴ装置ごとに記憶されている。この変換情報を基に、画像取得条件が変換された撮影プ
ロトコルにより、Ｘ線ＣＴ装置の各構成要素の動作を、画像取得条件に基づいた画像が出
力されるように制御することが可能となる。Ｘ線ＣＴ装置の各構成要素とは、Ｘ線検出器
を有するガントリ、Ｘ線源、Ｘ線フィルタ等で構成される画像収集部２５や、画像収集部
２５が出力する投影データに画像処理を施す再構成処理部２６を指す（画像収集部２５や
再構成処理部２６の詳細については後述する）。なお、この変換情報記憶部１５が、第２
の記憶部に相当する。
【００２２】
　Ｘ線ＣＴ装置ごとに異なる変換情報の内容について、以下に具体的に説明する。例えば
、３２０列のＸ線検出器を有し一度に広い範囲を撮影可能なＸ線ＣＴ装置２０Ａと、１６
列のＸ線検出器を有した撮影範囲の狭いＸ線ＣＴ装置２０Ｂとで、同等の品質の画像を得
る場合、Ｘ線ＣＴ装置の動作を制御するためのスライス厚、管電流、及び管電圧等の、撮
影プロトコルを構成する項目に設定されるパラメータは、各Ｘ線ＣＴ装置の性能によって
異なる。そのため変換情報記憶部１５には、各用途に対し、各Ｘ線ＣＴ装置ごとに対応す
る前記パラメータを含む撮影プロトコルへ変換するための変換情報が、対応付けられ記憶
されている。
【００２３】
　例えば図１では、変換情報記憶部１５には、各用途についてＸ線ＣＴ装置２０Ａ～Ｘ線
ＣＴ装置２０Ｃそれぞれに対応する変換情報が、変換情報１Ａ～１Ｃ、変換情報２Ａ～２
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Ｃ、及び変換情報３Ａ～３Ｃとして記憶されている。変換情報１Ａ～１Ｃは、前記プラン
１に関連付けられている。同様に、変換情報２Ａ～２Ｃは前記プラン２に関連付けられ、
変換情報３Ａ～３Ｃは前記プラン３に関連付けられている。なお、以降では、変換情報１
Ａと記載した場合、用途が用途１であり、Ｘ線ＣＴ装置としてＸ線ＣＴ装置２０Ａを使用
する場合の変換情報を示すものとする。
【００２４】
　撮影プロトコルの例としては、ヘリカルスキャンや通常のリニアスキャンのようなスキ
ャンの種別（以下、「スキャン種」と呼ぶ）に関するものや、「スライス厚」、「管電圧
」及び「管電流」等のように撮影時の動作に関するもの（後述する画像収集部２５の動作
を制御するもの）、「画像スライス厚」及び「画像処理（画像処理の方法）」等のように
画像処理に関するもの（後述する再構成処理部２６の動作を制御するもの）が含まれる。
変換情報を基に、画像取得条件を撮影プロトコルに変換する処理の具体的な例については
後述する。
【００２５】
　なお、上記したプラン記憶部１３、ＵＩ記憶部１４、及び変換情報記憶部１５は、プラ
ン、ＵＩ、及び変換情報が、それぞれ独立して抽出可能であればよく、必ずしも異なる記
憶領域として構成する必要は無い。例えば、１つの記憶領域を分割し、プラン記憶部１３
、ＵＩ記憶部１４、及び変換情報記憶部１５として割当ててもよい。
【００２６】
　送受信部１２は、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃから用途を受信し、受信した用途をＵＩ
制御部１１１に送信する（ＵＩ制御部１１１については後述する）。また送受信部１２は
、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃから画像取得条件を受信すると、受信した画像取得条件を
パラメータ変換部１１２に送信する（パラメータ変換部１１２については後述する）。
【００２７】
　このとき送受信部１２は、受信した用途または画像取得条件に、送信元となるＸ線ＣＴ
装置を特定するための情報（以下、「装置ＩＤ」と呼ぶ）を付加して、制御部１１を構成
するＵＩ制御部１１１及びパラメータ変換部１１２（以降はこれらを区別しない場合、総
じて「制御部１１の各構成要素」と呼ぶ場合がある）に送信するようにしてもよい。装置
ＩＤは、Ｘ線ＣＴ装置に送信させてもよいし、用途または画像取得条件の送信元のアドレ
スと装置ＩＤとを対応付けて一覧で管理し、送信元のアドレスから装置ＩＤを特定するよ
うにしてもよい。これにより、制御部１１の各構成要素は、受信した用途または画像取得
条件の送信元となるＸ線ＣＴ装置を特定することが可能となる。
【００２８】
　また送受信部１２は、用途または画像取得条件の応答として、Ｉ制御部１１１が送信元
のＸ線ＣＴ装置に送信するプランとＵＩ、または、パラメータ変換部１１２が送信元のＸ
線ＣＴ装置に送信する撮影プロトコルを受信する。送受信部１２は、受信したプランとＵ
Ｉ、または撮影プロトコルを、該用途または該画像取得条件の送信元であるＸ線ＣＴ装置
（Ｘ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃ）に送信する。このとき制御部１１の各構成要素が、プラ
ンとＵＩ、または撮影プロトコルを送信するＸ線ＣＴ装置を指定するようにしてもよい。
【００２９】
　次に、制御部１１を構成するＵＩ制御部１１１とパラメータ変換部１１２について説明
する。
【００３０】
　ＵＩ制御部１１１は、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃから入力された用途を、ネットワー
ク及び送受信部１２を介し受信する。次にＵＩ制御部１１１は、受信した用途に対応する
プランをプラン記憶部１３から抽出する。
【００３１】
　次にＵＩ制御部１１１は、抽出したプランに対応するＵＩをＵＩ記憶部１４から抽出す
る。ＵＩ記憶部１４からＵＩを抽出すると、ＵＩ制御部１１１は、抽出したＵＩとプラン
を、送受信部１２及びネットワークを介し、用途の送信元であるＸ線ＣＴ装置に送信し、
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該ＵＩを該Ｘ線ＣＴ装置に表示させる。このときＵＩ制御部１１１は、用途とあわせて送
信元のＸ線ＣＴ装置に対応した装置ＩＤを、送受信部１２から受信することで、送信元の
Ｘ線ＣＴ装置を特定するようにするとよい。
【００３２】
　用途の送信元であるＸ線ＣＴ装置には、ＵＩ制御部１１１により送信されたＵＩが表示
される。これにより操作者は、指定した用途に対応するプランに基づき、画像取得条件の
設定項目にパラメータ（以下、「画像取得条件のパラメータ」と呼ぶ）を入力することが
可能となる。Ｘ線ＣＴ装置は、操作者に指定された画像取得条件のパラメータと、ＵＩ制
御部１１１から受信したプランを基に画像取得条件を生成する。該Ｘ線ＣＴ装置は、生成
した画像取得条件を、該画像取得条件に対応する用途とあわせて、後述するパラメータ変
換部１１２に送信する。上述したＸ線ＣＴ装置の処理の詳細については後述する。
【００３３】
　パラメータ変換部１１２は、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃから入力された、画像取得条
件及び該画像取得条件に対応する用途を、ネットワーク及び送受信部１２を介し受信する
。このときパラメータ変換部１１２は、送受信部１２から、該用途及び画像取得条件の送
信元であるＸ線ＣＴ装置を特定するための装置ＩＤをあわせて受信する。パラメータ変換
部１１２は、受信した用途及び装置ＩＤを基に、対応する変換情報を変換情報記憶部１５
から抽出する。図４を例に説明すると、用途が用途１であり、送信元のＸ線ＣＴ装置がＸ
線ＣＴ装置２０Ａの場合、パラメータ変換部１１２は、変換情報１Ａを抽出する。
【００３４】
　次にパラメータ変換部１１２は、Ｘ線ＣＴ装置から受信した画像取得条件を、抽出した
変換情報を基に、該Ｘ線ＣＴ装置を動作させるための撮影プロトコルに変換する。
【００３５】
　次にパラメータ変換部１１２は、画像取得条件を撮影プロトコルに変換すると、該撮影
プロトコルを、送受信部１２を介して画像取得条件の送信元であるＸ線ＣＴ装置に送信す
る。該Ｘ線ＣＴ装置は、この撮影プロトコルに基づき動作することで、該画像取得条件に
基づいた画像を出力することが可能となる。
【００３６】
　なお上述した処理は、プログラムとしてサーバー１内の記憶領域に記憶されている。制
御部１１は、主にＣＰＵとして構成され、該プログラムを実行することで、上述した処理
を実現している。該プログラムにより実現される処理の内容について、図５及び図６のフ
ローチャートに示されている。図５及び図６で示された、具体的な処理の内容については
後述する。
【００３７】
　次にＸ線ＣＴ装置２０Ａ～２０Ｃの各構成の詳細について説明する。
【００３８】
　画像収集部２５は、主に回転リングを収容するガントリ、及び、円錐形のＸ線ビームを
発生するＸ線源、Ｘ線フィルタとで構成されている。ガントリは、１次元または２次元に
配置された検出素子を含むアレイタイプのＸ線検出器を有する。画像収集部２５は、これ
らの構成要素（ガントリ、Ｘ線源、Ｘ線フィルタ、及びＸ線検出器）の動作を、制御部２
２から送信される撮影プロトコルに基づき制御する（制御部２２については後述する）。
なお、画像収集部２５を構成するガントリ、Ｘ線源、Ｘ線フィルタ、及びＸ線検出器につ
いては図示しないものとする。
【００３９】
　画像収集部２５は、制御部２２からの撮影プロトコルに基づき、Ｘ線源から被検体にＸ
線を爆射し、爆射されたＸ線をＸ線検出器で検出する（制御部２２については後述する）
。例えば、前述した撮影プロトコルに含まれる管電流や管電圧は、Ｘ線源であるＸ線管を
制御するパラメータに相当する。画像収集部２５は、Ｘ線検出器で検出したＸ線の強度を
測定し、測定結果に感度補正やＸ線強度補正を施しＸ線投影データとして再構成処理部２
６に出力する。上記した画像収集部２５の動作は、Ｘ線ＣＴ装置を構成するガントリ、Ｘ
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線源、Ｘ線フィルタ、及びＸ線検出器の動作として一般的に良く知られており、詳細な説
明を省略する。
【００４０】
　再構成処理部２６は、制御部２２から送信される撮影プロトコルに基づき、入力された
Ｘ線投影データを、Ｆｅｌｄｋａｍｐ法等の再構成アルゴリズムを利用して逆投影処理す
ることにより、断層像データを再構成する。このとき再構成処理部２６は、動作する。再
構成処理部２６は、再構成した断層像データは、表示部２４２に表示させる（表示部２４
２については後述する）。
【００４１】
　ＵＩ２４は、操作部２４１と、表示部２４２とで構成される。ＵＩ２４は、Ｘ線ＣＴ装
置の起動直後は、用途を指定するためのＵＩが表示される。また、用途を指定した後は、
ＵＩ制御部２１からの制御により、用途に応じて対応するＵＩに切替えられる（ＵＩ制御
部２１については後述する）。
【００４２】
　操作部２４１は、用途や画像取得条件を設定するための入力手段である。用途に応じて
プランが異なるため、操作部２４１から画像取得条件として入力可能なパラメータは、用
途に応じて異なる。そのため、ＵＩ制御部２１がサーバーから送信されたＵＩに切替える
ことにより、該ＵＩとあわせてサーバーから送信されたプランに対応する画像取得条件の
パラメータを、操作部２４１から入力可能とする。
【００４３】
　表示部２４２は、用途または画像取得条件を入力するための入力画面を表示するための
表示手段である。入力画面は用途に応じて異なり、制御部２２がＵＩを切替えることによ
り、ＵＩに対応した入力画面に切替わる。また表示部２４２は、ＣＴ画像を表示するため
の表示手段でもある。このとき表示部２４２は、再構成処理部２６が出力した断層像デー
タをＣＴ画像として表示する。
【００４４】
　送受信部２３は、制御部２２からの指示に基づき、用途または画像取得条件をサーバー
１０に送信する。このとき送受信部２３は、Ｘ線ＣＴ装置を識別するための装置ＩＤを、
サーバー１０にあわせて送信するようにしてもよい。また送受信部２３は、サーバー１０
から、プラン及びＵＩ、または撮影プロトコルを受信する。送受信部２３は、受信したプ
ラン及びＵＩ、または撮影プロトコルを制御部２２に送信する。
【００４５】
　ＵＩ制御部２１は、操作部２４１からの操作者の指示に基づき、操作者が画像取得条件
を入力するためのインタフェースを提供する。
【００４６】
　ＵＩ制御部２１は、操作部２４１から入力として用途を受けると、送受信部２３及びネ
ットワークを介し、該用途をサーバー１０に送信する。次にＵＩ制御部２１は、用途に対
する応答として、送受信部２３及びネットワークを介し、サーバー１０から該用途に対応
したプラン及びＵＩを受信する。次にＵＩ制御部２１は、ＵＩ２４にサーバー１０から受
信したＵＩを表示させる。これにより操作者は、操作部２４１を介して、指定した用途に
対応したプランに画像取得条件のパラメータを入力することで、該用途に対応した画像取
得条件を指定することが可能となる。
【００４７】
　ＵＩ制御部２１は、用途に対応して表示されたＵＩ（ＵＩ２４）の操作部２４１を介し
、操作者により入力された画像取得条件のパラメータを受信する。ＵＩ制御部２１は、操
作者により入力された画像取得条件のパラメータとサーバー１０から受信したプランとを
基に画像取得条件を生成する。ＵＩ制御部２１は、生成した画像取得条件を該画像取得条
件に対応する用途とあわせて、送受信部２３及びネットワークを介しサーバー１０に送信
する。
【００４８】
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　なお上記では、ＵＩ制御部２１が、ＵＩ制御部１１１からＵＩ及びプランを受信し、該
ＵＩを基に操作者に入力された画像取得条件のパラメータと該プランを基に画像取得条件
を生成しサーバー１０に送信する例について説明した。しかし、必ずしもＵＩ制御部２１
が、画像取得条件を生成する構成である必要は無い。例えば、ＵＩ制御部２１は、ＵＩ制
御部１１１からＵＩを受信し、該ＵＩを基に操作者に入力された画像取得条件のパラメー
タをサーバー１０に送信する構成としてもよい。この場合、サーバー１０の制御部１１が
、Ｘ線ＣＴ装置から受信した画像取得条件のパラメータと用途に対応するプランを基に画
像取得条件を生成する構成にするとよい。
【００４９】
　制御部２２は、操作者に指定された画像取得条件を基に生成された撮影プロトコルに基
づき、画像収集部２５及び再構成処理部２６の動作を制御する。
【００５０】
　制御部２２は、画像取得条件に対する応答として、送受信部２３及びネットワークを介
し、サーバー１０から該画像取得条件に基づき画像収集部２５及び再構成処理部２６の動
作を制御するための撮影プロトコルを受信する。制御部２２は、受信した撮影プロトコル
を画像収集部２５及び再構成処理部２６を送信し、画像収集部２５及び再構成処理部２６
の動作を制御する。
【００５１】
　なお上述した処理は、プログラムとしてＸ線ＣＴ装置２０Ａ内の記憶領域に記憶されて
いる。ＵＩ制御部２１及び制御部２２は、主にＣＰＵとして構成され、該プログラムを実
行することで、上述した処理を実現している。該プログラムにより実現される処理の内容
について、図５及び図６のフローチャートに示されている。図５及び図６で示された、具
体的な処理の内容については後述する。
【００５２】
　次に、変換情報を基に、画像取得条件を撮影プロトコルに変換する処理の具体的な例に
ついて、図２を参照しながら説明する。図２は、用途が小児用の場合を例とした、変換情
報を用いて画像取得条件を撮影プロトコルへ変換する処理を説明するための図である。
【００５３】
　なお本説明では、図２における小児用の用途を用途１とする。また、用途１に対応する
プランをプラン１とし、プラン１における画像取得条件の設定項目を、「撮影範囲」、「
スキャン種」、「スキャン種優先フラグ」、「線量の目安」、「画質基準」として説明す
る。
【００５４】
　撮影範囲は、撮影の範囲を設定するための設定項目である。スキャン種別は、スキャン
の種別を設定するための設定項目である。スキャン種別に設定可能なパラメータの例とし
ては、「ヘリカルスキャン」や「ボリュームスキャン」等があげられる。スキャン種優先
フラグの設定項目には、「スキャン種別」の設定項目に指定したスキャンの種別を優先す
るか否かを指定する。スキャン種優先フラグに「優先しない」を指定された場合、Ｘ線Ｃ
Ｔ装置は性能に応じてスキャン種別を変更する。例えば、高性能のＸ線ＣＴ装置の場合は
、スキャン種別にヘリカルスキャンが指定されている場合においても、撮影時間を短縮す
るために、スキャン種別がボリュームスキャンに変更される。線量の目安の設定項目は、
被曝線量の目安を設定するための設定項目である。画質基準の設定項目では、画質の目安
となる画像ノイズの指標となるＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｖｉａｔｉｏｎ）値を指定
する。
【００５５】
　このとき画像取得条件ＰＬ１には、撮影範囲に「８０ｍｍ」、スキャン種に「ヘリカル
スキャン」、スキャン種別優先フラグに「優先しない」、線量の目安に「１００ｍＧｙ・
ｃｍ」、画質基準に「ＳＤ値　１０．０」が指定されているものとする。またＸ線ＣＴ装
置２０Ａは、３２０列のＸ線検出器を有し一度に広い範囲を撮影可能な高級機であり、Ｘ
線ＣＴ装置２０Ｂは、１６列のＸ線検出器を有した撮影範囲の狭い汎用機とする。
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【００５６】
　例えば変換情報１Ａには、画像取得条件ＰＬ１を、該画像取得条件ＰＬ１に基づきＸ線
ＣＴ装置２０Ａを動作させる撮影プロトコル（以下、「撮影プロトコルＰＲ１Ａ」とする
）に変換するための処理が登録されている。以下は、変換情報１Ａを基に、画像取得条件
ＰＬ１を撮影プロトコルＰＲ１Ａに変換する処理の一例である。
【００５７】
　まず画像取得条件ＰＬ１のスキャン種優先フラグには「優先しない」が指定されており
、スキャン種には「ヘリカルスキャン」が指定されている。Ｘ線ＣＴ装置２０Ａは一度に
広い範囲を撮影可能であるため、変換情報１Ａには、スキャン種優先フラグに「優先する
」が指定されている場合に、スキャン種をボリュームスキャンに変更する処理が登録され
ている。具体的には、画像取得条件ＰＬ１ではスキャン種にヘリカルスキャンが指定され
ているが、撮影プロトコルＰＲ１Ａでは、撮影時間をより短くするためにボリュームスキ
ャンに変更される。なお、スキャン種優先フラグに「優先する」が指定されている場合は
、操作者が指定したスキャンの種別を優先し、上記した変換処理は行わない。
【００５８】
　また変換情報１Ａには、線量の目安及び画質基準を入力として、スライス厚、管電圧、
管電流、画像スライス厚、及び画像処理で示される撮影プロトコルに変換し出力する処理
が登録されている。これにより画像取得条件ＰＬ１における線量の目安（１００ｍＧｙ・
ｃｍ）及び画質基準（ＳＤ値　１０．０）が、変換情報１Ａにより変換され、スライス厚
として「０．５ｍｍ×１６０」、管電圧として「１２０ｋＶ」、管電流として「２００ｍ
Ａ」、画像スライス厚に「０．５ｍｍ」が出力される。
【００５９】
　また変換情報１Ａには、線量の目安が１００ｍＧｙ・ｃｍと比較的小さい場合、画像処
理により画質の向上を図るように動作する処理が登録されている。具体的には、線量の目
安が小さい場合に、画像処理として「強平滑化フィルタ」を出力する。なお線量の目安が
比較的大きい場合は、解像度の高い断層像が得られるため、線量の目安が低い場合に比べ
て画像処理による画質の向上を行う必要はない。このような場合、画像処理として「平滑
化フィルタ」を出力する処理を、変換情報１Ａに登録しておくとよい。なお、画像処理を
切替える基準となる線量の目安のしきい値は、経験的に蓄積された情報を基に、あらかじ
め設定しておくとよい。
【００６０】
　このように変換情報１Ａには、画像取得条件ＰＬ１に基づいたＸ線ＣＴ画像を得られる
ように、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａの動作を制御する撮影プロトコルＰＲ１Ａを算出するために
必要となる、上述したような処理を登録しておく。具体的な例としては、前述した一連の
処理を関数化し、変換情報１Ａとして記憶しておく方法があげられる。
【００６１】
　また変換情報１Ｂには、画像取得条件ＰＬ１を、該画像取得条件ＰＬ１に基づきＸ線Ｃ
Ｔ装置２０Ｂを動作させる撮影プロトコルＰＲ１Ｂに変換するための処理が登録されてい
る。
【００６２】
　この場合、Ｘ線ＣＴ装置２０Ｂは、１６列のＸ線検出器を有した撮影範囲の狭い汎用機
である。そのため変換情報１Ｂには、スキャン種の変換を行わず、撮影プロトコルＰＲ１
Ｂにはスキャン種を「ヘリカルスキャン」として出力する処理が登録されている。
【００６３】
　また変換情報１Ｂには、その他の撮影プロトコルについても、Ｘ線ＣＴ装置２０Ｂの性
能にあわせて変換し出力する処理が登録されている。具体的には、変換情報１Ｂにより、
撮影プロトコルＰＲ１Ｂには、スライス厚として「０．５ｍｍ×１６」、管電圧として「
１２０ｋＶ」、管電流として「１５０ｍＡ」、画像スライス厚として「１．０ｍｍ」、画
像処理として「強平滑化フィルタ」が出力される。
【００６４】
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　また図３には、用途が心臓用の場合の例をとした、変換情報を用いて画像取得条件を撮
影プロトコルへ変換する処理の例が示されている。以降は画像取得条件として、図３に示
す画像取得条件ＰＬ２が指定されたものとして説明する。
【００６５】
　なお本説明では、図３における心臓用の用途を用途２とする。また、用途２に対応する
プランをプラン２とし、プラン２における画像取得条件の設定項目を、「撮影範囲」、「
スキャン種」、「スキャン種優先フラグ」、「線量の目安」、「画質基準」として説明す
る。
【００６６】
　このとき画像取得条件ＰＬ２には、撮影範囲に「３００ｍｍ」、スキャン種に「ヘリカ
ルスキャン」、スキャン種別優先フラグに「優先しない」、線量の目安に「３００ｍＧｙ
・ｃｍ」、画質基準に「ＳＤ値　１０．０」が指定されているものとする。
【００６７】
　例えば心臓用の場合は、高画質の画像が要求されるため、線量の目安が３００ｍＧｙ・
ｃｍと比較的大きくなる。このような用途の場合、画像取得条件を基に出力される撮影プ
ロトコルには、被曝低減機能の使用の有無を制御するためのパラメータを設定可能として
もよい。被曝低減機能とは、画質基準や線量の目安を基に、Ｘ線ＣＴ装置の構成要素を動
作させるための撮影プロトコルを調整する機能である。被曝低減機能については、従来の
技術としてよく知られているため、詳細な説明は省略する。
【００６８】
　例えば、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａのように一度に広い範囲を撮影可能なＸ線ＣＴ装置を使用
する場合、Ｘ線の曝射時間を短く抑えることができる。一度に広い範囲を撮影可能なＸ線
ＣＴ装置を使用する場合において、線量の目安に比較的大きい値が設定された場合、パラ
メータ変換部１１２は、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａの撮影プロトコルＰＲ２Ａとして、管電流を
「３００ｍＡ」と高く設定し、被曝低減機能を「使用する」に設定する。これによりＸ線
ＣＴ装置２０Ａは、画像取得条件ＰＬ２で指定された線量の目安及び画質基準の条件を満
たしつつ、Ｘ線の曝射時間を短く抑えるように動作が制御される。
【００６９】
　またＸ線ＣＴ装置２０Ｂのように撮影範囲の狭いＸ線ＣＴ装置を使用する場合、Ｘ線の
曝射時間が長くなる。このような場合、単位時間あたりの被曝量を確実に落とす必要があ
る。そのためパラメータ変換部１１２は、Ｘ線ＣＴ装置２０Ｂの撮影プロトコルＰＲ２Ｂ
として、管電流を「１５０ｍＡ」と低く設定し、被曝低減機能を「使用しない」に設定す
る。なお、上述した被曝低減機能の使用の有無を切替える基準となる線量の目安のしきい
値は、経験的に蓄積された情報を基に、あらかじめ設定しておくとよい。
【００７０】
　また図３の例では線量の目安が３００ｍＧｙ・ｃｍと比較的大きいため、撮影プロトコ
ルＰＲ２Ａ及びＰＲ２Ｂいずれの場合においても、画像処理に「平滑化フィルタ」が設定
されている。
【００７１】
　上記のような処理内容を含む変換情報は、経験的に蓄積された情報を基に、用途とＸ線
ＣＴ装置との組み合わせごとにあらかじめ一連の処理として作成し、変換情報記憶部１５
にあらかじめ記憶しておく。
【００７２】
　なお、一定の画像取得条件に対し基準となる画像を対応付けておき、該画像取得条件を
、該基準となる画像が出力されるように各Ｘ線ＣＴ装置を動作させる撮影プロトコルに変
換するように、各Ｘ線ＣＴ装置の変換情報をあらかじめ調整しておくとよい。これにより
操作者は、どのＸ線ＣＴ装置を用いた場合においても、同一の画像取得条件を指定するこ
とで、該画像取得条件に対応する画質の画像を得ることが可能となる。
【００７３】
　次に、プラン、ＵＩ、及び変換情報の関連付けの一例について図４を参照しながら説明
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する。図４には、用途及びＸ線ＣＴ装置と、プラン、ＵＩ及び変換情報との対応関係が示
されている。ここで、用途として用途１～用途３が指定可能であり、Ｘ線ＣＴ装置として
Ｘ線ＣＴ装置２０Ａ～Ｘ線ＣＴ装置２０Ｃが使用可能である場合を例に具体的に説明する
。このときプラン記憶部１３には、用途１～用途３に対応したプラン１～プラン３が記憶
されている。
【００７４】
　またＵＩ記憶部１４には、プラン１～プラン３のそれぞれに画像取得条件を入力するた
めのＵＩ１～ＵＩ３が記憶されている。このとき、用途１に対応するＵＩ１は、用途１に
対応するプラン１と関連付けられている。同様に、用途２に対応するＵＩ２はプラン２に
関連付けられ、用途３に対応するＵＩ３はプラン３に関連付けられている。
【００７５】
　また変換情報記憶部１５には、各用途についてＸ線ＣＴ装置２０Ａ～Ｘ線ＣＴ装置２０
Ｃそれぞれに対応する変換情報が、変換情報１Ａ～１Ｃ、変換情報２Ａ～２Ｃ、及び変換
情報３Ａ～３Ｃとして記憶されている。このとき、用途１に対応する変換情報１Ａ～１Ｃ
は、用途１に対応するプラン１と関連付けられている。同様に、用途２に対応する変換情
報２Ａ～２Ｃはプラン２に関連付けられ、用途３に対応する変換情報３Ａ～３Ｃはプラン
３に関連付けられている。
【００７６】
　（処理）
　次に本実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムの動作について、図５及び図６を参照
しながら説明する。なお以降では、Ｘ線ＣＴ装置としてＸ線ＣＴ装置２０Ａを使用し、用
途として用途１を指定した場合を例に説明するものとする。
【００７７】
　まず、操作者からの用途（用途１）の指定を受けて、指定された用途１に対応するプラ
ン（プラン１）と、プラン１に対応したＵＩ（ＵＩ１）を特定し、ＵＩ２４として特定し
たＵＩ１を表示するまでの動作について、図５を参照しながら説明する。図５は、本実施
形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムにおいて、指定された用途に基づきＵＩを表示する
までの処理を説明するためのフローチャートである。
【００７８】
　　（ステップＳ１１）
　まずＸ線ＣＴ装置２０Ａを起動するとＵＩ２４には、用途を指定するためのＵＩが表示
される。Ｘ線ＣＴ装置２０ＡのＵＩ制御部２１は、操作部２４１から操作者により指定さ
れた用途として用途１を受ける。
【００７９】
　　（ステップＳ１２）
　ＵＩ制御部２１は、操作部２４１から受信した用途（用途１）を、送受信部２３及びネ
ットワークを介し、サーバー１０に送信する。なお、ステップＳ１１及びＳ１２の処理が
、用途選択機能に相当する。
【００８０】
　　（ステップＳ２１、ステップＳ２２）
　送受信部２３から送信された用途は、サーバー１０の送受信部１２で受信される（ステ
ップＳ２１）。送受信部１２は、受信した用途を、ＵＩ制御部１１１に送信する。ＵＩ制
御部１１１は、受信した用途に対応するプランをプラン記憶部１３から抽出する。この場
合、プラン記憶部１３から、用途１に対応するプラン１が抽出される。（ステップＳ２２
）。
【００８１】
　　（ステップＳ２３）
　次にＵＩ制御部１１１は、抽出したプランに対応するＵＩを、ＵＩ記憶部１４から抽出
する。この場合、ＵＩ記憶部１４から、用途１を基に抽出されたプラン１に対応するＵＩ
１が抽出される。これにより、用途１に対応する画像取得条件の設定項目を示すプラン１
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と、プラン１の各種設定項目に画像取得条件のパラメータを入力するためのＵＩ１とが抽
出される。
【００８２】
　　（ステップＳ２４）
　ＵＩ制御部１１１に抽出されたＵＩ１は、送受信部１２により、用途（用途１）の送信
元であるＸ線ＣＴ装置２０Ａに送信される。このときＵＩ制御部１１１は、送受信部１２
に、ＵＩ１とあわせてプラン１をＸ線ＣＴ装置２０Ａに送信する構成としてもよい。以降
は、ＵＩ１とプラン１が送信されたものとして説明する。
【００８３】
　　（ステップＳ１３）
　送受信部１２により送信されたＵＩ１及びプラン１は、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａの送受信部
２３で受信される。送受信部２３は、受信したプラン１及びＵＩ１をＵＩ制御部２１に出
力する。ＵＩ制御部２１は、ＵＩ２４を受信したＵＩ１に切替える。これにより操作者は
、切替えられたＵＩ２４の操作部２４１を介し、用途１に対応するプラン１の各設定項目
に画像取得条件のパラメータを入力することが可能となる。なお、ステップＳ２１～２４
及びＳ１３の処理が、案内情報表示機能に相当する。
【００８４】
　次に、ＵＩ２４に表示されたＵＩを介し、操作者から指定された画像取得条件を受けて
、Ｘ線ＣＴ装置を制御し、撮影したＣＴ画像を表示するまでの動作について図６を参照し
ながら説明する。図６は、本実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムにおいて、ＵＩに
入力された画像取得条件を基にＸ線ＣＴ装置を制御し撮影したＣＴ画像を表示するまでの
処理を説明するためのフローチャートである。
【００８５】
　　（ステップＳ１４）
　Ｘ線ＣＴ装置２０ＡのＵＩ制御部２１は、ＵＩ２４をＵＩ１に切替え後、操作部２４１
から操作者により指定された、プラン１の各設定項目に対応する画像取得条件のパラメー
タを入力として受ける。
【００８６】
　　（ステップＳ１５、ステップＳ２５）
　ＵＩ制御部２１は、操作部２４１から入力された画像取得条件のパラメータをプランに
入力し画像取得条件（本説明では画像取得条件ＰＬ１とする）として、送受信部２３及び
ネットワークを介し、サーバー１０に送信する。このときＵＩ制御部２１は、画像取得条
件とあわせて、該画像取得条件（画像取得条件ＰＬ１）に対応する用途（用途１）をサー
バー１０に送信する（ステップＳ１５）。送受信部２３から送信された画像取得条件及び
該画像取得条件に対応する用途は、サーバー１０の送受信部１２で受信される（ステップ
Ｓ２５）。なお、ステップＳ１４、Ｓ１５及びＳ２５の処理が、画像取得条件入力機能に
相当する。
【００８７】
　　（ステップＳ２６）
　送受信部１２は、受信した画像取得条件及び用途を、送信元のＸ線ＣＴ装置を特定する
ための装置ＩＤとあわせて、パラメータ変換部１１２に出力する。パラメータ変換部１１
２は、受信した用途及び装置ＩＤの双方に対応する変換情報を変換情報記憶部１５から抽
出する。この場合、パラメータ変換部１１２は、用途１及びＸ線ＣＴ装置２０Ａの双方に
対応する変換情報１Ａを、変換情報記憶部１５から抽出する。
【００８８】
　　（ステップＳ２７）
　次にパラメータ変換部１１２は、抽出した変換情報を基に、受信した画像取得条件を、
該画像取得条件の送信元のＸ線ＣＴ装置を該画像取得条件に基づき動作させるための撮影
プロトコルに変換する。この場合、パラメータ変換部１１２は、変換情報１Ａを基に画像
取得条件ＰＬ１を、画像取得条件ＰＬ１に基づきＸ線ＣＴ装置２０Ａを動作させるための
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【００８９】
　　（ステップＳ２８）
　パラメータ変換部１１２により変換された撮影プロトコルＰＲ１Ａは、送受信部１２に
より、画像取得条件（画像取得条件ＰＬ１）及び用途（用途１）の送信元であるＸ線ＣＴ
装置２０Ａに送信される。なお、ステップＳ２６、Ｓ２７及びＳ２８の処理が、変換機能
に相当する。
【００９０】
　　（ステップＳ１６、ステップＳ１７）
　送受信部１２により送信された撮影プロトコルＰＲ１Ａは、Ｘ線ＣＴ装置２０Ａの送受
信部２３で受信される（ステップＳ１６）。送受信部２３は、撮影プロトコルＰＲ１Ａを
制御部２２に出力する。制御部２２は、受信した撮影プロトコルＰＲ１Ａを基に画像収集
部２５及び再構成処理部２６の動作を制御する。これにより、操作者に指定された画像取
得条件ＰＬ１に基づき、画像収集部２５及び再構成処理部２６により、Ｘ線ＣＴ画像の撮
影が行われ、断層像データが表示部２４２に出力される。表示部２４２は、再構成処理部
２６から出力された断層像データをＸ線ＣＴ画像として表示する（ステップＳ１７）。な
お、ステップＳ１６及びＳ１７の処理が、画像出力機能に相当する。
【００９１】
　以上、本実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムによれば、異なる複数のＸ線ＣＴ装
置間において、用途に応じて共通のＵＩを使用して共通の画像取得条件を指定し、Ｘ線Ｃ
Ｔ装置を操作することが可能となる。これにより、例えば普段頭部の撮影に用いているＸ
線ＣＴ装置を小児の撮影に用いる場合のように、性能の異なるＸ線ＣＴ装置を異なる用途
に使用する場合においても、同一のＵＩで操作することが可能となる。そのため、不慣れ
なＵＩを使用することによる作業効率の低下や、人的ミスの発生を抑止することが可能と
なる。
【００９２】
　また本実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムによれば、共通のＵＩを使用して指定
された画像取得条件を基に、性能の異なるＸ線ＣＴ装置それぞれの動作を制御することが
可能となる。このとき、所定の画像取得条件に対し、性能の異なるＸ線ＣＴ装置間で同等
の品質のＸ線ＣＴ画像が得られるように、各Ｘ線ＣＴ装置に対応する変換情報を生成して
おくとよい。これにより操作者は、性能の異なる複数のＸ線ＣＴ装置を利用可能な場合に
、使用するＸ線ＣＴ装置の性能を意識せずに、どのＸ線ＣＴ装置においても、画像取得条
件として同じパラメータを指定することで、同等の品質のＸ線ＣＴ画像を得ることが可能
となる。
【００９３】
　また本実施形態に係るＸ線ＣＴ画像撮影システムによれば、プランやＵＩ、変換情報等
の、撮影取得条件及び撮影プロトコルに関連するデータをサーバーで一括して管理するこ
とが可能となる。これにより、例えばプランの変更に伴うＵＩや変換情報の変更の作業を
、サーバーで一括して行うことが可能となる。
【符号の説明】
【００９４】
　１０　サーバー　　１１　制御部　　１２　送受信部
　１３　プラン記憶部　　１４　ＵＩ記憶部　　１５　変換情報記憶部
　１１１　ＵＩ制御部　　１１２　パラメータ変換部
　２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ　Ｘ線ＣＴ装置
　２１　ＵＩ制御部　　２２　制御部　　２３　送受信部　　２４　ＵＩ
　２５　画像収集部　　２６　再構成処理部
　２３１　操作部　　２３２　表示部
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